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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年５月１２日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決           

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年１２月１３日 １２時４０分ごろ 

発生場所 岡山県倉敷市上水
かみみず

島
しま

南方沖 

 六口
むくち

島灯標から真方位２７６°２.４海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°２６.２′ 東経１３３°４２.８′） 

事故調査の経過  平成２３年１月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 液体化学薬品ばら積船 第八東邦
とうほう

丸、１７３トン 

１３０４２９、有限会社東弘汽船 

４１.００ｍ×７.５０ｍ×３.２０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、４４１kＷ、平成元年２月１０日 

Ｂ 引船 第十五あき丸、１９トン 

２９０－４６３３３広島、ＳＡマリン有限会社 

１５.５０ｍ（Lr）×４.８０ｍ×１.９５ｍ、鋼 

ディーゼル機関、４３３kＷ、平成２年５月 

Ｃ 台船 ＳＡ－５、約７１５トン 

   船舶番号なし、冨士海事工業株式会社 

 ４５.００ｍ×１８.００ｍ×２.５０ｍ、鋼 

   機関なし、２００６年（建造年） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長 男性 ４６歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和６１年１２月１８日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成１８年４月１２日 

    免状有効期間満了日 平成２３年１２月１７日 

Ａ 一等航海士 男性  ７５歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４３年１１月１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成１８年４月１２日 

    免状有効期間満了日 平成２３年１０月８日 

Ｂ 船長 男性 ３２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定    

  免許登録日 平成１２年７月６日 

  免許証交付日 平成１９年２月５日 

        （平成２４年２月４日まで有効） 
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 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に破口及び凹損 

Ｂ なし 

Ｃ 左舷側外板に破口 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１人が乗り組み、平成２２年１２月１

３日１２時００分ごろ、岡山県倉敷市児島沖で、航海士Ａが、船長Ａから

単独の船橋当直を引き継ぎ、１２時２５分ごろ、水島航路を横切って六口

島灯標に並んだ頃、約２７０°（真方位、以下同じ。）の針路及び１０.５

ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵により航行した。

航海士Ａは、Ａ船の操舵室右舷側の窓ガラスが、北東からの風雨によ

り、水滴が付いて見えにくい状況であったが、これまでに‘上水島と下水

島の間の海域’（以下「本件水域」という。）を南進する船舶をあまり見た

ことがなかったので、右舷方から接近する船舶はいないものと思い、レー

ダーを活用した見張りを行わなかった。 

航海士Ａは、衝突の約１分前、Ａ船の針路線上に他船を認めなかったこ

とから、これから航行する三原瀬戸の潮流を確かめようと思い、操舵室後

方の海図台に向かって潮汐表で調査中、振り返って前方を見たところ、至

近にＢ船及びＢ船にえい航
．．．

されたＣ船を認めたがどうすることもできず、

１２時４０分ごろ、Ａ船の船首部とＣ船の左舷側とが衝突した。 

船長Ａは、衝突の衝撃を感じ、船首に赴いてＡ船の損傷状況を確認して

昇橋したのち、Ｂ船に近づいてＢ船の乗組員の安否を確認し、携帯電話で

１１８番通報をした。 

Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、約５０ｍのえい
．．

航索で鋼材約４５

０ｔを積載したＣ船を引いてＢ船引船列を構成し、船長Ｂが、出港時から

船橋当直につき、本件水域の中央付近を南進して上水島に並んだ頃、針路

約１６５°及び速力約５.０kn で、手動操舵として航行した。この頃、航

海士Ｂが昇橋してきた。 

船長Ｂは、左舷方に前路を右方に横切る態勢のＡ船を視認したが、避航

船であるＡ船の方が避けてくれるものと思い、その後は、前路に数隻の錨

泊船がいたので、その方が気になり、また、航海士Ｂは、船長Ｂの左横で

下を向いてえい
．．

航用ロープの修繕作業を行っていたので、両人共Ａ船が接

近していることに気付かずに航行し、Ｃ船とＡ船とが衝突した。 

船長Ｂは、航海士ＢにＣ船の損傷状況を確認させ、Ｃ船に浸水が認めら

れたので、その旨を海上保安部に連絡した。 

 気象・海象  気象：天気 小雨、風向 北東、風速 約７m/s、視程 約７Ｍ 

海象：波高 約５０cm、潮汐 上げ潮の中央期 

その他の事項 

 

Ａ船は、ＧＰＳプロッター、ＡＲＰＡ機能のないレーダー、ＶＨＦ無線

電話、エアーホーンを装備し、ＧＰＳプロッター及びオフセンターで０.７

５Ｍレンジに設定したレーダーを使用中で、船体、機関及び機器類に不具

合又は故障はなかった。 

Ａ船は、操舵室の右舷側の扉を閉め、左舷側の扉を半開きとした状態で

あったが、他船からの汽笛信号は聞こえなかった。 

航海士Ａは、本事故が発生した海域を常時航海しており、数え切れない

ほどの航行経験があった。 

Ｂ船は、ＧＰＳプロッター、レーダー及び電子ホーンを装備していた。 
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 船長Ｂは、Ｂ船が保持船でＡ船が避航船であること及びＢ船は台船を引

いていることから、Ａ船が避けてくれるものと思った。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

Ａ船は、上水島南方沖において西進中、航海士

Ａが、操舵室右舷側の窓に水滴が付着して右舷方

の見通しが悪い状況下、本件水域を南進する船舶

はいないものと思い込み、レーダーを活用した見

張りを行わず、潮汐表を調べるために操舵室後方

の海図台に向かい、衝突直前まで前路の見張りを

行っていなかったことから、右舷方から接近する

Ｂ船引船列に気付かず航行し、Ｂ船引船列のＣ船

と衝突したものと考えられる。 

航海士Ａは、これまでに本件水域を南進する船

舶をあまり見たことがなかったことから、同水域

を南進する船舶はいないと思い込んだものと考え

られる。 

Ｂ船は、上水島南方沖において南南東進中、船

長Ｂが、Ｂ船引船列の左舷方に、前路を右方に横

切る態勢で接近中のＡ船を視認した際、Ａ船が避

航するものと思い込み、その後は、前路で錨泊中

の船舶に意識を集中していたことから、Ａ船が接

近していることに気付かずに航行し、Ａ船と衝突

したものと考えられる。 

船長Ｂは、Ｂ船が保持船でＡ船が避航船であっ

たこと、及びＢ船がＣ船をえい
．．

航中であったこと

から、Ａ船が避航するものと思い込んだものと考

えられる。 

原因 本事故は、上水島南方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船引船列が南南東

進中、航海士Ａが、本件水域を南進する船舶はいないものと思い込み、潮

汐表を調べていて見張りを行わず、また、船長Ｂが、前路を右方に横切る

態勢で接近中のＡ船を視認した際、Ａ船が避航するものと思い込み、前路

で錨泊中の船舶に意識を集中していたため、航海士ＡがＢ船引船列の接近

に気付かず、船長ＢがＡ船の接近に気付かずに航行し、Ａ船とＢ船引船列

のＣ船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




